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はじめに 

   

現在、日本は少子高齢化が進展しており、厚生労働省「人口動態統計」によれば、2005

年には、人口動態の統計を採り始めて（1899 年）以降初めて出生数が死亡数を下回り、総

人口が減少に転ずる「人口減少社会」が到来した。それに伴う労働力人口の減少も予想され、

今後の日本の経済規模の維持や持続的成長を阻害する要因となると懸念されており、対策が

急務となっている。現在検討されている対応策の中には、今まで労働力と見なされてこなか

った女性労働者や高齢労働者の活用、ニート・フリーター問題の解消、さらには労働者一人

あたりの生産性上昇など、国内にその解決策を見出そうとする意見がある一方で、近年注目

を集めているのが外国人労働者の活用である。労働力人口の減少を解消するという側面に加

え、近年の景気拡大に伴って企業の労働力不足が叫ばれるようになり、2004 年には日本経

団連が在留資格見直しなど外国人労働者の受け入れ制度の抜本的改革を求める提言を発表

している。また 2006 年みずほ総合研究所「みずほリポート」によれば、2015 年には製造業、

建設業、サービス業などにおいて労働力不足が予想されている。このように、労働力需給ギ

ャップの解消といった側面からも、外国人労働者受け入れを求める声が高まっている。 

本稿を作成する上でかなりの時間を費やしたが、外国人労働者問題に関してかなり多くの

知識を習得することができた。さらに、外国人労働者を活用することの有効性を、どうにか

して伝えたいという思いから、分析や政策提言に関しても工夫をしたつもりである。これを

通して、少しでも多くの人が外国人労働者問題に関心を抱くことを切に願う。 

なお本稿では多数の企業に電話調査を実施した。非常に忙しい中、懇切丁寧に回答してく

ださった企業に対して感謝したい。 
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第1章 問題意識 

 

一口に外国人労働者と言っても、その枠組みは複雑かつ多様化している。外国人労働者受

け入れに対する政府の見解は、専門的・技術的分野については積極的に受け入れていくとす

る一方で、単純労働者については「日本の経済社会や国民経済に対して多大な影響を及ぼす」

として慎重な姿勢を示している１。政府の見解からもわかるように、外国人労働者について

は「単純労働者」と「専門労働者」という２つの枠組みがあることが分かる。本稿では、単

純労働者に関しては提言を避け、専門労働者に焦点を当てて提言を行うこととする。しかし

ながら、単純労働者に関する提言を避ける理由をここで記しておく。 

第1節 外国人単純労働者受け入れについて 
 

外国人単純労働者に関してだが、最近の景気拡大に伴った企業側からの受け入れ要請が高

まる一方で、外国人犯罪の増加、社会不安の高まり、社会の二層構造化などの懸念から、慎

重になるべきだとする意見もある。以下、単純労働者受け入れに対する意見をまとめた。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 2006 年 6 月「政府広報」 

  受け入れ積極派の意見 受け入れ慎重派の意見 

・労働力人口の維持 ・国内労働力の雇用機会縮小 

・労働市場の二重構造化 ・ミクロレベルでの労働力需給

ギャップの解消 ・新たな社会的費用負担の創出 

 
・労働生産性増加に伴う産業構造の

高度化への悪影響 

経
済
的
側
面 

 ・景気変動に伴う失業問題の発生 

・東アジア諸国からの受け入

れ圧力 
・劣悪な労働環境の維持 

・外国人による犯罪の増加 

社
会
的
側
面 

 
・社会の二層構造化 

表１－１ 
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さらに、後藤(1990)2は、従来の労働経済学的分析は貿易の存在を無視しているとの欠点

を指摘し、CGE モデルによる詳細な理論的・計量的分析を行っており、単純労働者受け入れ

によって日本全体の経済厚生が悪化するとの結果が出ている。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、単純労働者に関しては社会的側面の不安が大きいことに加え、国内労働者と

の代替性が見られるために経済厚生も悪化するという研究が数多くなされている。従って、

本稿における提言は避けることとする 

                                            

第2節 外国人専門労働者受け入れについて 
 

 専門労働者に関しては、受け入れによって外国との新たなネットワークが構築され、日本

の国際化につながり、また単純労働者と比べて社会的不安も少ない。そして、将来減少が予

想される労働力の維持や、日本が比較優位を持つ資本集約的分野の強化・成長にもつながる

として受け入れを積極化する姿勢が取られている。政府が初めて専門労働者の受け入れに積

極的な姿勢を示したのが、1988 年の「経済計画」及び「雇用対策基本計画」であり、それ

以降この方針は継続されている。この方針に伴い、1990 年の改正入管法により 6 種類しか

なかった就労目的の在留資格が１６種類にまで拡大されるなど、専門労働者受け入れ体制が

整備されてきた。（専門労働者の現状については、現状分析で詳しく述べることとする。） 

 しかしながら、日本における専門労働者数は、世界の中ではまだまだ低い水準にとどまっ

ている。（図１－１参照）つまり、政府の政策と現状とには、大きな乖離が見られる。 

  

                                                      
3 １詳しくは、後藤純一『外国人労働の経済学』(1990)を参照されたい 

 
外国人労働者受け入れの効果 

 短期的効果 中期的効果 長期的効果

消費者の利害（社会的効用） － － － 

経営者の利害（資本所得） － ＋ 無変化 

労働者の利害（雇用者所得） － － 無変化 

国民所得 － － － 

出所：後藤純一『外国人労働の経済学』(1990) 

表１－２ 
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 以上の問題意識より、本稿では専門労働者に関する現状を詳細に分析し、専門労働者数が

低い水準にとどまっている要因を明らかにした上で、先行研究・実証分析を通して専門労働

者獲得に向けての有効な政策の提言を試みる。なお、以下で詳しく述べるが、専門労働者数

が低水準にとどまっている要因のうち、本稿は企業側の専門労働者獲得に対する意識の低さ

や企業努力の欠如に注目して議論していく。こういった点を改善すべく、特に注目した点は、

外国人専門労働者を受け入れることで、企業の生産性が上昇するということである。この点

を企業側が十分に理解することで、専門労働者獲得に対する企業側の低意識、努力の欠如と

いった問題の解決が予想され、結果として日本における外国人専門労働者のさらなる受け入

れにつながると考えられる。 
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出典：OECD International Mobility of the 
 Highly skiled (2001) 
 法務省入国管理局資料(2003)を基に 
経済産業省が作成 
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第2章 現状分析 

 

 現在の日本における専門労働者の現状を、「在留資格」「政府見解」「企業見解」の３つの

視点から見ていき、さらに専門労働者が微増にとどまっている要因を考察する。 

第1節 外国人専門労働者の定義と在留資格 
日本に滞在する外国人は，原則として「出入国管理法及び難民認定法」(以下「入管法」)

に規定されている在留資格を有する必要がある。在留資格と在留期間は下記の表に定める２

７種類に分けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

表２－１  

就労が認め

られていな

い在留資格 

就労の制限

がない在留

資格 

就労が認め

られている

在留資格 

 在留資格一覧と代表的職業・在留期間 
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このうち一定範囲内で就労が認められている在留資格は外交から技能までの１６種類で

あり，この１６種類を一般的に「専門的・技術的分野」と呼ぶ。（本稿における「専門労働

者」、「熟練労働者」とは「専門的・技術的分野」の在留資格を有するものを意味する。）ま

た，文化活動から家族滞在までの在留資格を有するものは，原則として就労が認められてい

ない。永住者から定住者までの４種類の在留資格を有する者に関しては、就労活動の制限は

ない。 

問題意識でも述べたように，政府は「専門的・技術的分野」の受け入れは認めているもの

の「それ以外」の分野，すなわち，未熟練・無資格の単純労働者や専門的・技術的分野に入

っていない高度技能者等の受け入れは認めていない。つまり，就労を目的とする外国人は，

外交から技能までの在留資格を有する必要があり，現在就労のために我が国に入国する外国

人は皆専門労働者であるとみなすことができる。 

 次にわが国における在留資格に基づく新規の外国人登録者数を見ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

在留資格 
平成 

１3 年 

平成 

１４年 

対前年

増減率

（％） 

平成 

１５年

対前年

増減率

（％） 

平成 

１６年

対前年 

増減率 

（％） 

平成 

１７年 

対前年

増減率

（％） 

構成比  

 

（％） 

総数 

（就労可能 

な在留資格） 

162,866 131,504 -0.2 178,564 0.4 180,220 -0.2 153,054 -0.2 100.0

外交 8,692 9,339 7.4 9,681 3.7 8,710 -10.0 10,047 15.4 0.06 

公用 12,220 14,060 15.1 13,552 -3.6 12,633 -6.8 17,577 39.1 0.11 

教授 2,024 1,966 -2.9 2,303 17.1 2,339 1.6 2,253 -3.7 0.01 

芸術 211 220 4.3 194 -11.8 197 1.5 245 24.4 0.00 

宗教 1,105 946 -14.4 927 -2.0 971 4.7 846 -12.9 0.01 

報道 166 351 111.4 241 -31.3 150 -37.8 248 65.3 0.00 

投資・経営 681 566 -16.9 598 5.7 675 12.9 604 -10.5 0.00 

法律・会計業務 5 1 -80.0 4 300.0 0 -100.0 2 - 0.00 

医療 0 4 - 0 -100.0 1 - 2 100 0.00 

研究 793 782 -1.4 647 -17.3 577 -10.8 607 5.2 0.00 

教育 3,298 3,337 1.2 3,272 -1.9 3,180 -2.8 2,954 -7.1 0.02 

技術 3,308 2,759 -16.6 2,643 -4.2 3,506 32.7 4,718 34.6 0.03 

人文知識・国際業務 6,945 6,151 -11.4 6,886 11.9 6,641 -3.6 6,366 -4.1 0.04 

企業内転勤 3,468 2,900 -16.3 3,421 18.0 8,550 3.8 4,184 17.9 0.03 

興行 117,839 123,322 4.7 133,103 7.9 134,879 1.3 99,342 -26.3 0.65 

技能 2,118 1,792 -15.4 1,592 -11.2 2,211 38.9 3,059 38.4 0.02 

 出典：法務省入国管理局『出入国管理』（2005） 

表２－２  就労可能な在留資格における新規登録者数の推移 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００６発表論文  1６th‐1７th Dec.2006 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１は、「専門的・技術的分野」の在留資格に基づく、新規登録者数の推移である。

ここでは、ダンサーや俳優、プロスポーツ選手など、比較的企業とは関係の無い「興行」と

いう在留資格に基づく新規登録者数の推移と比較している。新規登録者数には波があるもの

の、専門労働者の多数を占める興行の在留資格の新規登録者数推移と近似しており、興行を

除く登録者数は微増にとどまっていることがわかる。特に図２－２に取り上げる技術・研究

分野の在留資格の外国人新規入国者数に至っては，ここ１～２年での微増はみられるが，平

成 15 年までは一貫して減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことより，専門的・技術的分野の外国人労働者の受け入れが進んでいないというこ

とがわかる。 

専門労働者新規入国者数
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人材の流入量
は減少傾向 

    出典：法務省入国管理局統計より経済産業省が作成 

出典：法務省入国管理局『出入国管理』（2005）より作成 
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第2節 政府見解と諸政策 
先に、政府は 1988 年の「経済計画」及び「雇用対策基本計画」において初めて外国人専

門労働者の受け入れ促進の方針を打ち出した、と述べた。ここでは、政府が現在までに打ち

出してきた外国人労働者に関する主な政策とその流れについて見ていきたい。 

 
 

年度 主な政策提言 内容 

１９８８年 
「経済計画」及び             

「雇用対策基本計画」 

単純労働者受け入れに慎重な姿勢を示すと

ともに、専門労働者は積極的に受け入れると

いう方針をはじめて打ち出す。 

１９９０年 改正入管法 
就労可能な在留資格が６種類から１６種類に

改正。 

１９９３年 「技能実習制度」発足 

研修の結果、一定水準の技能が認められた

場合、在留資格の「研修」から「特定活動」へ

の変更が認められる。 

１９９８年 第９次雇用対策基本法案 
専門的・技術的分野の外国人労働者の受け

入れをより積極的に推進すると提言。 

１９９９年 第２次出入国基本計画 

社会のニーズに応えるよう外国人の円滑な

受け入れを図っていくという方針を打ち出

す。 

２０００年 e-Japan 計画 

ＩＴ技術者などの専門的・技術的分野の業務 

に従事する外国人を一層積極的な受け入れ

を図っていくため、ＩＴ技術者受け入れに関す

る緩和措置を講じる。 
 

 

その他、出入国管理および難民認定法の改正により情報処理技術者や医師、看護師に関し

ての就労制限は緩和されている。さらに、ＥＰＡ交渉の結果、日本政府はフィリピン人看護

師、介護師やタイ人スパセラピスト、調理師、介護師などの受け入れを基本的に合意し、受

け入れにかかわる制度的枠組み作りに着手している。しかし、この受け入れに関しても「10

年以上の経験者」などの厳しい項目が含まれている。 

このように、現在も政府の基本的な見解は外国人専門労働者の受け入れ促進であり、，今

年６月に厚生労働省外国人労働者問題に関するプロジェクトチームによって発表された「外

国人労働者の受け入れを巡る考え方のとりまとめ」では，専門的・技術的分野の更なる受け

入れ促進と単純労働者についての受け入れに対する慎重な姿勢の維持が示された。 

表２－３     外国人労働者に対する政府の提言及び諸政策 
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第3節 企業の見解 
 

次に、実際に専門労働者を雇用する企業側の見解を見ていく。平成 13 年の厚生労働省

「産業労働事情調査」によれば、単純労働者と専門労働者とに分けて調査しているわけで

はないが、外国人労働者を「雇う考えはない」とする企業が 72.9％にも上っている。 

 

 

 
 

 

 

 

さらに、近年の景気拡大に伴い、2004 年には日本経団連が在留資格見直しなど外国人労

働者の受け入れ制度の抜本改革を求めた提言を発表しているものの、同調査では、「今後三

年間に新たに雇用したい、または増やしたい外国人労働者の職種」について、工場生産工程

員が 12.3％と、比較的単純な作業に従事する外国人の雇用を望んでいる状況であり、専門

労働者の積極採用はとても活発な状態とは言えない。（図２－４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在雇用してい

る（13.2.％） 

 

今 後 三 年 雇 用 す る

予定なし（10.2％） 
 

  

今後三年間に雇用する考えはない（72.9％） 
 

図２－３  企業の外国人労働者に対する意識調査 

現在雇用していない（86.8％）

これまで雇用したことがない（74.9％） 

これまで雇用したことがある（11.4％） 

３年以内に雇用したい（1.2％） ３年以内に雇用したい（2.5％） 

出典：厚生労働省『産業労働事情調査』(H13)
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図２－４ 職種別、今後３年以内に新たに外国人労働者を雇用したいまたは増

やしたいとする企業の割合（複数回答） 
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第4節 外国人専門労働者微増の要因 
 

 以上、在留資格・政府見解・企業見解の現状分析を踏まえると、政府が「専門労働者受け

入れを積極的に推進する」という提言を打ち出しているにも関わらず、現実の専門労働者の

入国は微増にとどまっていることがよく分かる。さらには、実際に専門労働者を雇う側の企

業意識・努力がまだまだ乏しいということも分かる。 

以上を踏まえ、専門労働者の増加が微増にとどまっている要因をまとめてみた。ここでは、

上には挙げていない要因も記載している。 

 

①在留資格が厳しい 

表２－２を見れば分かるように「医療」など登録者数が極端に少ない在留資格があるのは、

日本における国家資格水準の能力を要求しているものが多いためであり、「専門労働者は積

極的に受け入れる」としながらも、在留資格はまだまだ緩和が進んでおらず、就労可能な在

留資格による入国は厳しい状態が続いている。さらに、たとえ入国できたとしても、就労可

能な在留資格においても、在留期間が「３年または１年」と非常に短く、この点も外国人専

門労働者の入国を阻害する一因と考えられる。 

 

②資格の相互認証制度の欠如 

①と重複するが医療や介護・法務など国家資格を要するような分野については、日本と諸

外国の資格の相互認証制度が欠如しているために、自国で資格を有する専門労働者は、日本

で働く場合には日本で再度国家資格を取得する必要がある。現在ＥＰＡにより受け入れが進

みつつあるフィリピン人看護師、介護師やタイ人マッサージ師に関してもこの相互認証制度

が適応されておらず、各国からの要請は強まっている。このように資格の相互認証制度の欠

如も専門労働者の受け入れを阻害する大きな要因の１つであろう。 

 

③景気による影響 

 1990 年代、日本はバブル景気の崩壊により長期の経済停滞期に陥り、外国人専門労働者

が日本で働くインセンティブが小さかったことで、諸外国の専門労働者が日本を敬遠する傾

向にあったことも要因の１つに挙げられる。 

 次貢のグラフは名目ＧＤＰと新規外国人専門労働者の増加率を表したものである。新規労

働者（興行を含む）は 2004 年までは増加しているが、増加率を見た場合、景気の変動と相

関していることがわかる。 
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                                   出典）国民経済計算及び法務省入国管理局より作成 

 

④企業側の専門労働者獲得への意識の低さ 

これは第３節で述べたが、政府が積極的受け入れを提言している一方で、企業も足並みを

揃えているかといえば、そうとは言えないというのが現状である。企業は景気拡大に伴う労

働力不足で、単純労働者の受け入れは積極化するべきだとする一方で、専門労働者の受け入

れについてはまだまだ意識が低いと言わざるを得ない。平成１７年経済産業省は、『外国人

労働者問題』において、「語学力の問題などから企業の外国人専門労働者に対するニーズは

小さい」としている。 

さらに、本稿では、電話で企業の外国人専門労働者獲得に対する意識調査を行った。第４

章で行う実証分析で調査対象とした企業に対し、外国人専門労働者の雇用の有無別に、外国

人専門労働者に対する日本語教育などの研修制度があるかどうかを調査したところ、（図２

－６）の結果を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人専門労働者新規入国者増加率とGDP推移
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図２－６  企業の外国人労働者に対する意識調査 
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この調査は有効回答数が少なく、有意性に欠けるという問題点はあるものの、研修制度が

ない企業が非常に多いという点で、外国人専門労働者獲得に対する企業意識の低さを示唆す

る根拠の１つと言えるだろう。 

 

⑤語学力 

外国人労働者が日本で働く際に最も大きな壁となるのは日本語である。言うまでもなく、

日本に来る外国人労働者は日本語を学ばなければならず、当然政府や企業による語学研修制

度が必須である。しかし、外国人専門労働者に対する語学研修については、今のところ政府

は実施していない。さらに、④の調査でも明らかなように、研修を実施している企業は非常

に少ない。言語やコミュニケーションの問題から外国人労働者の受け入れに抵抗感を抱いて

いる企業が多い。また、このことは外国人労働者側にとっても大きな問題であるといえる。 

 

以上、現状分析では、外国人専門労働者が微増にとどまっていることを示し、政府見解と

企業見解について見てきた。これを踏まえ、５つの要因を提示した。本稿では特に④・⑤の

要因、つまり企業意識の低さや研修制度などの専門労働者受け入れ積極化のための努力が行

われていないという点に注目し、実証分析・政策提言を行っていく。そこで、ポイントとな

るのが、先行研究で示す通り、専門労働者受け入れの結果として生産性が上昇するという効

果である。この点を明確に示すことによって、企業意識の改善と企業努力の向上を促せるよ

うな政策提言へとつなげていく。また、図２－７は現状分析で明らかになった政府・企業・

外国人労働者の関係であり、政策提言ではこの三者の関係についても触れたいと思う。 

 

 

外国人 
専門労働者 

政府 

企業 
獲得意識の

低さ 

獲得働き 
かけなし 

在留資格の

規制緩和 

図２－７ 
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第3章 先行研究 

 

 本章では、外国人熟練労働者の受け入れが技術水準の向上をもたらし、それにより国内労

働者所得が低下しないことを説明した２つのモデルを紹介する。第１節では Grubel モデル

(1994)の研究を説明する。Grubel は熟練労働者受け入れにより、受入国側の限界生産性が

高まることで国内労働者所得は変化せず、結果積極的に熟練労働者を受け入れることにな

る、と説明した。第２節では、熟練労働者の平均生産物価値曲線は増加関数となり、それに

より国内賃金および生産性が上昇することを証明した Harris モデル(1998)を紹介する。 

第1節 Grubel モデル (1994) 
本節では熟練労働者受け入れモデルの一つ、Grubel モデルを紹介する。①世界には先進

国である A国と途上国である B国が存在し、②情報は完全で移動コストはなく、③両国間に

は生産性格差が存在すると仮定する。（図 3.1）において横軸が労働者数を示しており、A

国は AD の労働力、B国は BD の労働力を有している。 aMPL は A国の限界生産力を表してお

り、 bMPL は B国の限界生産力を表している。 

 ここで A 国が B 国から CD の未熟練労働力を受け入れたとしよう。この時、A 国の資本所

得は に増加するから LNWKNW aa ′ が、国内の労働者所得は MCAWKCAW aa ′から に減少

する。この国内労働者の効用が低下することが、途上国からの単純労働者受け入れを抑制す

る根拠となる。 

 しかし熟練労働者を受け入れた場合、A 国の限界生産力曲線は aMPL から aMPL ′ にシフ

トし、賃金は低下しない。よって国内労働者所得は労働者受け入れ前と変化はなく、資本所

得は OWNKNW aa 'から に増加することから、A国全体の所得は熟練労働者受け入れ前に比

べて増加するので、先進国は熟練労働者の受け入れを積極的に推進するという結果になる。 
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第2節 Harris モデル (1998) 
 

 本節では熟練労働者に関するもう一つのモデルとして Harris モデルを紹介する。多数の

国から形成されている世界経済を考えよう。各国では２種類の生産財（X財、Y財）が生産

されており、それぞれ完全競争下で生産されている。X財は、様々なビジネスサービスを組

み合わせることによって生産される。（例：サービス集約的な製品）ビジネスサービスは熟

練労働のみによって生産されるものとする。また、Y財は熟練労働と未熟練労働によって生

産される。ところで、X財の生産関数と単位費用関数は次のように表すことができる。 

 

 

 

 

 

 

図 3―1 
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(3.1)の式は熟練労働者の平均生産物価値を表し、増加関数を示している。X 財部門にお

いて熟練労働者が増加すれば、より多様なビジネスサービスの利用が可能となり、分業の進

展による生産性の向上から限界生産物価値が上昇する。各地域の熟練労働市場均衡は(図

3.2)に表されている。AP は X 財部門における平均生産物価値、VMP は限界生産物価値を示し

ており、左側（OY）から測った量が Y財部門における熟練労働雇用量、右側（OX）から測っ

たものが X財部門におけるそれとなっている。縦軸は賃金率及び生産性を示している。そし

て AP と VMP 交点において、均衡賃金率が決定される。 

 この状況で、外国人熟練労働者の受け入れを認めたとする。この場合、受入国、送り出し

国を合わせた熟練労働者の総数は変わらない。そのため、X財のセクターが利用できるビジ

ネス・サービス財の総数も変わらない。つまり熟練労働者の平均生産物価値（AP 曲線）は

変化しない。よって、受け入れ前の AP 曲線と、受け入れ後の AP’曲線の傾きは変化しない。

この結果、熟練労働者受け入れにより均衡賃金率、生産性は図のように上昇する。 

 

 

 

OX 

AP 

AP’ 

 VMP 

1V  

外国人熟練労働者受け入れ 

OY 

図 3―2 

出典：井口泰『外国人労働者新時代』（2001） 
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第4章 実証分析 

 

現状分析と先行研究から分かるように、外国人専門労働者に関して、日本国内の雇用につ

いては、所得は国内労働者とほぼ同等であることなどから、二重労働市場を生む危険性や社

会的側面の悪影響も少ないと思われることに加え、Harris(1998)モデルによって外国人専門

労働者の受け入れにより、その産業の生産性が上昇するということを理論的に示した。 

 本章では、実際に日本国内において、外国人専門労働者を有する企業と有しない企業とで

は、生産性に違いが見られるのかについて分析を試みる。 

第1節 分析手法 
  

柴田将司『外国人 IT 技術者受け入れ緩和政策の情報処理産業への影響』(2003)を参考に、

個別企業のデータを用いて生産関数を推計し、外国人専門労働者の雇用の有無が技術水準に

影響を及ぼすかどうかを分析する。しかし、外国人専門労働者の在籍者数を公表している企

業は少なく、受け入れの効果を厳密に把握することはできない。そこで、本稿では、一般的

な外国人専門労働者活用による効果を分析していく。 
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第１項 分析対象 
 
１ 分析対象産業 

 現状把握で触れた通り、政府は外国人専門労働者の受け入れに関して積極的な姿勢を示し

ているものの、「興行」以外の在留資格による新規の専門的・技術的分野の外国人登録者数

は微増ないし減少する傾向にある。そこで、本分析では、問題意識でも触れたように、今後

需給ギャップが予想されるサービス業、製造業のうち、在留資格別にその産業分類がはっき

りしている「研究」という分野で「化学（医薬品）」を分析対象とし、「技術」「人文知識•

国際業務」「企業内転勤」などの在留資格を有する外国人労働者が属すると思われる産業で

ある「精密機械• 電気機械• 一般機械」、「通信」の分野において、分析することとした。 

 

２ 分析対象企業 

上記の産業において、株式公開しており、『有価証券報告書』より財務データが利用でき

る企業のうち、電話調査によって外国人専門労働者の有無といった情報を開示できた企業の

みを分析対象とした。 

 

３ 分析対象年度 

2005 年を分析対象としたが、新規上場などにより 2005 年度の有価証券報告書がない場合

には、2006 年度を使用した。また、電話調査により 2006 年 10 月の時点での外国人専門労

働者の有無を調査した。 

 

第２項 推計式 
 
各産業の生産活動がコブ• ダグラス型生産関数で近似されると仮定し、推計した。また、各企

業における一般的な技術水準( 0A )と外国人専門労働者の雇用の技術水準への影響( iDeλ )とによ

って、技術水準が( iDeA λ

0 )で表されると仮定し、一般的な式に技術水準 3 に影響を及ぼす要因

をダミー変数( iD )として加えた(1)式を用いる。実際の推計では、それらを対数変換した(4.1’)式

を用いる。 

 

                                                      
4 ここでの技術水準というのは全要素生産性のことであり、一定の生産要素を投入した場合に得られる生産量を決定す

る技術の水準、生産効率を指す。つまり、同量の生産要素が投入された場合により多くの生産量を産出する技術がよ

り水準の高い技術である。 
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【コブ• ダグラス型生産関数】 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

本分析ではクロスセクションデータを使用した。本分析にて用いた変数およびそのデータ

ソースは、以下の通りである。 

 

表４－１            変数及びデータソース 

変数 単位 説明 出所 

付加価値額 百万円 
売上総利益、あるいは営業収益 

（産業別に調整） 
『有価証券報告書』（2005 年度）

従業員数 人 全従業員数 『有価証券報告書』（2005 年度）

償却対象有形

固定資産 
百万円 

有形固定資産より土地及び建設

仮勘定を除いたもの。資本投入

の代理変数。 

『有価証券報告書』（2005 年度）

外国人専門労

働者ダミー 

有り＝１  

なし＝０ 

2006 年 10 月時点において専門・

技術的外国人が在籍している企

業を 1 とし、在籍していない企業を

0 とするダミー変数。 

2006 年十月に各企業に電話調

査を実施し、有効な解答を得ら

れた企業を参照。 

 

 
 
 
 

iiD
iii eKLAY ελβα += 0                      （4.１） 

iiiii KLDAY εβαλ ++++= lnlnlnln 0  （4.１’） 

iY ：付加価値額  iL ：労働投入量  iD ：ダミー変数 

0A ：技術水準   iK ：資本投入量  iε：誤差項 

注）係数右の*, **, ***はそれぞれ有意水準１％、５％、10％ 

  を示す。また、括弧内の数値は t 値を示す。 
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第2節 分析結果 

 
第１項 通信業 

 

 通信業においては、パラメータ、決定係数など概ね良好な結果が得られた。しかしながら、

外国人専門労働者の有無を示す外国人専門労働者ダミーのパラメータについてみてみると、

有意性は見られなかった。 

 

表４－２－１   通信業における推計結果 

被説明変数：Ln 付加価値額   

推計式 ダミーなし ダミーあり 

定数項（※技術水準） 2.318379* 2.192523* 

 ［4.018257］ ［3.131407］ 

Ｌｎ従業員数 0.67882* 0.720994* 

 ［4.154982］ ［3.437921］ 

Ｌｎ償却対象有形固定資産 0.416319* 0.409387* 

 ［4.803365］ ［4.515351］ 

外国人ＩＴ技術者ダミー  -0.175834 

  ［-0.329897］ 

自由度修正済み決定係数 0.867761 0.863068 

自由度 29 29 

 
 

 

これは、おそらく通信業はその業務を海外にアウトソーシングできるため、国内で外国人

専門労働者を雇用する直接的なメリットが小さいためだと思われるが、この推計式による分

析結果からは明言することは不可能であり、さらなる分析が必要である。 

 

 
 
 
 

注）係数右の*, **, ***はそれぞれ有意水準１％、５％、10％ 

  を示す。また、括弧内の数値は t 値を示す。 
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第２項 製造業 
  
製造業（電気機械・一般機械・精密機械）においては、パラメータ、決定係数、外国人専

門労働者ダミーのパラメータについても有意な結果が得られた。 

 

表４－２－２   製造業における推計結果 

被説明変数：Ln 付加価値額     

推計式 ダミーなし ダミーあり 

定数項（※技術水準） 2.352794* 2.427275* 

  ［6.930819］ ［7.379574］ 

Ｌｎ従業員数 0.4334* 0.429061* 

  ［3.441603］ ［3.528182］ 

Ｌｎ償却対象有形固定資産 0.430472* 0.395832* 

  ［3.920708］ ［3.707387］ 

外国人ＩＴ技術者ダミー   0.411623* 

    ［2.743008］ 

自由度修正済み決定係数 0.79144 0.805537 

自由度 93 93 

注）係数右の*, **, ***はそれぞれ有意水準１％、５％、10％ 

  を示す。また、括弧内の数値は t 値を示す。 

 

 

この推計結果より、外国人専門労働者を雇用していない企業よりも雇用している企業の方

が技術水準は上昇しており、生産性が向上していることが分かる。 

この直接的なプロセスには様々な理由が考えられるが、電話調査などにより得られたもの

を挙げておく。まず、製造業における外国人専門労働者は「技術」「企業内転勤」などの在

留資格により入国した労働者が多くを占めており、代表的な職種としては機械工学などの技

術者や、海外子会社からの転勤者などである。これらの外国人専門労働者を国内で雇用する

ことによって、日本人にはない高度な知識の活用、海外との新たなネットワーク構築、海外

との取引業務の円滑化、海外進出を予定する企業などにおける現地法人幹部の養成などの効

果が期待され、結果的に企業の生産性が上昇するものと思われる。 
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第３項 化学（医薬品） 

 化学（医薬品）については、パラメータ、決定係数ともに概ね有意な結果が得られた。外

国人専門労働者ダミーのパラメータも有意水準 5％で棄却される結果となった。 

 

表４－２－３   化学（医薬品）における推計結果 

被説明変数：Ln 付加価値額     

推計式 ダミーなし ダミーあり 

定数項（※技術水準） 1.243062** 1.429832** 

  ［2.060978］ ［2.449447］ 

Ｌｎ従業員数 0.51778* 0.470318* 

  ［4.314417］ ［4.010530］ 

Ｌｎ償却対象有形固定資産 0.590505* 0.590552 

  ［5.097440］ ［5.350126］* 

外国人ＩＴ技術者ダミー   0.311083 

    ［1.825580］*** 

自由度修正済み決定係数 0.907424 0.915949 

自由度 26 26 

注）係数右の*, **, ***はそれぞれ有意水準１％、５％、10％ 

  を示す。また、括弧内の数値は t 値を示す。 

 

 

 そして、医薬品産業においては、外国人専門労働者を雇用していない企業よりも、雇用し

ている企業の方が技術水準は大きく上昇しており、外国人専門労働者の雇用により生産性が

上昇していると言える。 

 医薬品産業における外国人専門労働者は、研究・開発という職種に従事している労働者が

多くを占めており、「研究」の在留資格により入国している。この産業における企業のおよ

そ半数が海外現地法人を有しており、製造業と同様のプロセスで生産性が上昇するものと思

われる。 
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以上の分析結果をまとめると、 

 

 

・ 通信業においては、外国人専門労働者の受け入れと生産性向上に相関性が 

見られなかった。 

・ 製造業においては、外国人専門労働者の受け入れと生産性向上にプラスの 

相関性が見出された。 

・ 化学（医薬品）においては、有意性は少し低いものの、外国人専門労働者の 

受け入れと生産性向上にプラスの相関性が見出された。 
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第5章 政策提言 

  

現状分析では、政府の政策に反して外国人専門労働者が微増に留まっていることを示し、

その要因として、特に、外国人専門労働者獲得に向けての企業意識・努力の低さに焦点をあ

てて分析を行った。そして、先行研究と実証分析を通して、外国人専門労働者の受け入れに

よる生産性上昇を明らかにした。以上の結果を踏まえて、外国人専門労働者獲得に対する有

効な政策を提示していく。 

 

１ 在留資格のさらなる規制緩和 
 

在留資格の規制緩和についてはすでに進められており、平成 18 年度の入国管理および難

民認定法の改正により情報処理技術者や医師、看護師に関して、在留期間・就労場所などの

就労制限が緩和されている。また今年度 11 月に、特定活動 4に関しては在留期間が「3 年」

から「5 年」に延長された。しかしながら、本稿が行った分析の結果を踏まえると、製造業

における機械工学技術者や、化学などの研究・開発者など、「技術」「研究」に対する在留資

格などの規制緩和も十分に進めてゆく必要がある。よって具体的には、 

・「技術」の在留資格に基づく外国人専門労働者の入国審査を緩和すること 

・「技術」「研究」の在留資格において、現在「３年または１年」となっている在留期間を、

特定活動と同様に「5 年」に延長すること 

この２点をここでは提言する。 

 

２ 政府による外国人専門労働者の語学研修制度の創設 
 

グローバル化が進む世界経済において、日本が外国人専門労働者を獲得するために、外国

人専門労働者が日本で働く上での弊害をできるだけ排除する必要がある。その一番の弊害が

                                                      
5 「特定研究活動」,「特定研究事業活動」,「特定研究家族滞在活動」,「特定情報処理活動」,「特定情報処理家族滞在

活動」,「外国人教授の教育活動」,「外国人教授の家族滞在活動」がある。 
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日本語能力であり、上記で企業努力の低さについて述べたが、我々が行った企業への電話調

査でも明らかになったように外国人専門労働者に対する研修制度を実施している企業は非

常に少ない。外国人専門労働者は、既にその分野の専門的知識を有しているので、スキルア

ップを目的とした研修はあまり重要ではないと考えられる。したがって、日本語習得を目的

とした研修制度の導入により、外国人専門労働者の日本における就労弊害を軽減でき、獲得

数増加が期待できる。 

しかしながら、電話調査の結果からもわかるように、現在外国人専門労働者獲得に対して

消極的な姿勢を示している企業がかなりの数を占めており、もし企業に外国人専門労働者を

獲得するインセンティブが生じたとしても、企業側が個別に研修を行うとなれば費用もかか

るため再び消極的な姿勢に戻ってしまうかもしれない。そこで本稿では、今まで日本語のコ

ミュニケーションなど語学力の面で外国人専門労働者を敬遠していた企業も積極的に獲得

でき、外国人専門労働者の雇用を促進するため、具体的に、 

・政府による外国人専門労働者対象の日本語研修制度の創設 

を提言する。 

 

３ 産官連携のもとでの包括的獲得努力の促進 
 

外国人専門労働者の受け入れによって生産性が上昇する傾向にあるということを、先行研

究と実証分析によって示した。しかし、現在、企業側がこのことをよく理解し、外国人専門

労働者獲得に積極的な姿勢を示しているとは決して言えない。このことは、現状分析でも述

べたとおり、わが国の外国人専門労働者数が、政府の政策に反して微増に留まっている原因

のひとつであると考えられる。企業に外国人専門労働者を受け入れることでプラスになると

いう概念がなければ、受け入れに対する努力が行われないのは当然であり、その点に関して

の改善が必要であると考えられる。 

そこで、本稿では企業に対して、外国人専門労働者受け入れによる生産性上昇の事実の認

知度を高めることを提言する。すなわち、具体的には 

・「政府広報」や「基本計画」などで、外国人専門労働者を活用した場合、生産性が上昇

するという具体的メリットとそのプロセスを示すことによる、企業の獲得努力の向上促進 

・実際に企業の外国人専門労働者の採用情報を政府と共有化し、雇用契約までの流れをス 

ムーズにすること 

の２点でもって、産官連携のもとでの外国人専門労働者の包括的獲得努力の促進を提言す

る。 
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現状分析で見てきたように、政府が外国人専門労働者獲得に向けて積極的な姿勢を示して

いるのに対し、実際に雇う企業側の獲得意識・努力は低く、そのことに関する政府から企業

への働きかけがない状態であった。本稿が提言した①「在留資格のさらなる規制緩和」、②

「政府による外国人専門労働者の語学研修制度の創設」、③「産官連携のもとでの包括的獲得

努力の促進」の 3 つの政策によって、政府、企業、外国人専門労働者のそれぞれが相互に

関わり合い、よりスムーズな獲得が行われると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

外国人 
専門労働者 

政府 

企業 
獲得努力

 外国人労働者
活用のメリッ
トを提示 

語学研修
の実施 

 在留資格のさら
なる規制緩和 

図５－１ 
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